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税 KANKYO

使用済小型家電のボックス回収を
開始します～１１月１日（日）から～

KANKYO NEWS

ごみの減量、
リサイクルの推進に
ご協力をお願い
します

回収対象品目

　パソコン、携帯電話、デジタルカメラなどの小型家電には有
用金属（レアメタルなど）が含まれています。
　その大切な資源を循環させることを目的としていますので、
市民の皆さんのご協力をよろしくお願いします。

このほか、電話機（ファクシミリを含む）、チューナー、ヘッドホンおよびイヤホン、ハードディスク、懐中電灯などを回収し
ています。

○回収できるものは、回収ボックスの投入口（２０×３５㎝）に入る
　大きさで、家庭から出る使用済小型家電に限ります。
○携帯電話・ＰＨＳ、スマートフォン、パソコンなどの個人情報は必ず消
去してください。

○一度回収ボックスに入れたものは、取り出せません。
○異物・ごみなどの使用済小型家電以外のものは入れないでください。
○電池は事前に取り外してください。
○回収ボックスを利用できない場合は、粗大ごみとして処分してください。

○家電リサイクル法対象品目（テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷
蔵庫・冷凍庫）は回収不可

○電池や蛍光灯など
○ＣＤ・ＭＤ・ＤＶＤなどのディスク類（粗大ごみとして処分してください）

回収ボックスの投入口（２０×３５㎝）に入る大きさの使用済小型家電を回収します。

無料

デジタルカメラ、
ビデオカメラ、フィルムカメラ

携帯電話・ＰＨＳ、
スマートフォン

ヘアドライヤー、
電動歯ブラシなど

ＭＤ・ＣＤプレーヤー、
携帯音楽プレーヤー、テープレコーダー

ＤＶＤビデオ、
ＨＤＤレコーダー

パソコン

時　計

リモコン、ＡＣアダプタなど電子血圧計・体温計カーナビ、カーステレオなど

据え置き・携帯型ゲーム機 電子書籍・辞書、電卓

くりあからのお願い

次のものは回収ボックスに入れないでください。

回収
ボックス
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KANKYO

守口市役所………
中央公民館………
庭窪公民館………
庭窪公民館分室…
三郷公民館………
東部公民館………
南部公民館………
八雲東公民館……
錦公民館…………
東公民館…………
北部公民館………
西部公民館………
クリーンセンター

京阪本通2-2-5
京阪本通2-14-1
佐太中町1-6-45
金田町3-29-1
東光町2-1-11
藤田町1-54-11
寺方元町4-7-6
八雲東町2-50-12
菊水通4-21-18
大久保町5-38-14
淀江町6-3
文園町8-8
寺方錦通4-9-12

　使用済小型家電回収について
の説明会を開催します（下表）。
　各会場とも19:00～20:00を
予定していますので、皆さんの
参加をお待ちしています。

　さらなるごみ減量化に向け
て、買い物にお出かけの際に
はマイバッグを持参し、レジ
袋の削減にご協力をよろしく
お願いします。
問クリーンセンター総務課
℡06-6991-3840

　生ごみには多くの水分が
含まれ燃えにくいため、さ
らなるごみ減量化に向けて、
排出の際には水切りをして
ください。
　ご協力をよろしくお願い
します。

　各種感染症、食中毒の原因にもなり、衛生的にも有害な
ねずみを駆除して、快適な生活環境をつくりましょう。
　市では期間中、希望者に捕そ器の貸し出し、殺そ剤（1世
帯に1袋）を無料配布しています。
時₁₁月1日（日）～３０日（月）
場環境政策課、庭窪・東部・三郷・錦公民館、守口保健所
ねずみが媒介する病気　食中毒、ワイル病、ツツガムシ病、
そこう症など

市民説明会を開催回収ボックス設置場所

（平成27年11月1日現在）

水切りにご協力を マイバッグを持ち歩きましょう

とき（11月） ところ

10日（火） 西 部 公 民 館

11日（水） 中 央 公 民 館

12日（木） 南 部 公 民 館

12日（木） 錦　公　民　館

13日（金） 三 郷 公 民 館

13日（金） 北 部 公 民 館

17日（火） 庭 窪 公 民 館

18日（水） 八雲東公民館

19日（木） 庭窪公民館分室

19日（木） 東　公　民　館

20日（金） 東 部 公 民 館

レッツくりあ 75

使用済小型家電ボックス回収の巻

作  六
むつくら
倉　実
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結

守口市ごみ減量キャラクター「くりあ」の
生みの親である六倉さん（金下町在住）の
作品です。

市民の皆さんに
大切なお知らせがあるんだ。
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回収ボックス（イメージ）

使用済小型家電

ねずみの病害をなくすには
①環境的駆除
　台所などで出したままの食品や残飯類は、ねずみのえさ
　になるので完全に保管・処理する。
　ねずみの通路をふさぎ、家に入れないようにする。
②機械的・化学的駆除
　捕そ器、殺そ剤を有効に使い、地域ぐるみで一斉にねず
　みを退治する。
注捕そ器や殺そ剤は、子どもの手に触れないようにしてください。
問環境政策課・美化衛生係
℡06-6992-1511
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１１月はねずみ駆除強調月間


